
令和 4年度社会福祉法人指導監査結果 

 

 令和 4年度に所轄の社会福祉法人（令和 4年 4月 1日時点）14法人のうち 6法人の指

導監査を行いました。その結果、是正又は改善を要する事項として、下記の点（※）が見

受けられました。今後の法人運営の参考としてご活用ください。 

※厚生労働省発出「指導監査ガイドライン」に基づいた指摘事項のみ掲載。 

 

 

【Ⅰ 法人運営】 

1 定款（指導監査ガイドライン P3~P4） 

  土地の基本財産への追加に係る定款変更について、評議員会の決議が成立しているに

もかかわらず、所轄庁へ届出が行われていない。また、変更後の定款がインターネット

の利用により公表されていない。 

 

 3 評議員・評議員会（1）評議員の選任（指導監査ガイドライン P.6） 

  社会福祉法第 39条では、「評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有す

る者のうちから、定款の定めるところにより、選任する。」とされており、また、定款

において、「この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評

議員選任・解任委員会において行う。」とされているが、6月の評議員選任に際して、評

議員選任・解任委員会が開催されていない。 

 

 3 評議員・評議員会（2）評議員の招集・運営 ― 2（指導監査ガイドライン P.9） 

  評議員会開催通知が、理事会の決議があったとみなされた日以前に行われている。 

 

 3 評議員・評議員会（2）評議員の招集・運営 ― 3（指導監査ガイドライン P.12） 

  評議員会の議事録について、必要的事項についての記載がなされていない。 

 

 4 理事（3）適格性（指導監査ガイドライン P.16～P.18） 

  理事の選任手続きにおいて、理事候補者に対して欠格事由に該当しないことを確認す

るための確認書に不備がある。 

 

 4 理事（4）理事長（指導監査ガイドライン P.19） ① 

  理事長の選任手続きに遅れがあり、理事長が選任されていない期間があった。 

 

4 理事（4）理事長（指導監査ガイドライン P.19） ② 

 定款において、「理事長以外の理事のうち、1名を業務執行理事とする。」と定めてお

り、また、「理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定す



る。」とされているが、業務執行理事が選定されていない。 

 

5 監事（3）職務・兼務（指導監査ガイドライン P.24～P.26） 

 社会福祉法第 45条の 28では、計算書類、事業報告、附属明細書及び財産目録（財産

目録については、社会福祉法人法規則第 2条の 40で準用）について監査を行い、監査

報告を行うことが求められており、監事の監査報告には、少なくとも計算書類、事業報

告、附属明細書及び財産目録についての監査意見を表明する必要があるが、監事の監査

報告では、事業報告、附属明細書及び財産目録に対する意見が付されていない。 

 

6 理事会（2）記録（指導監査ガイドライン P.30～P.32） 

 理事会の議事録について、必要的事項についての記載がなされていない。 

 

【Ⅱ 事業】 

 2 社会福祉事業（指導監査ガイドライン P.42～P45） 

  社会福祉法人が社会福祉事業を行う場合、事業に直接必要なすべての物件について所

有権を有しなければならないとされている。 

  ただし、「国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与をうけて既設法人が通所施

設を設置する場合の要件緩和について」（平成 12年 9月 8日障第 670号）の「1 要件

緩和の内容」（2）において、「貸与を受けている不動産については、原則として、地上

権又は賃借権を設定し、かつこれを登記しなければならないこと。ただし、次のいずれ

かに該当する場合などのように、安定的な事業の継続性の確保が図られると判断できる

場合には、地上権又は賃借権の登記を行わないこととしても差し支えないこと。 

  ① 建物の賃貸借期間が賃貸借契約において 10年以上とされている場合 

  ② 貸主が、地方住宅公社若しくはこれに準ずる法人、又は、地域における基幹的交

通事業者等の信用力の高い主体である場合」 

 との要件の緩和がある。 

  当該物件は個人より貸借されており、上記①の適用を受けるが、現在の賃貸借契約で 

 は賃貸借期間が 2年となっている。 

 

【Ⅲ 管理】 

 3 会計管理（2）規定・体制（指導監査ガイドライン P.57~58） 

  定款において、理事長の日常業務の専決事項について、理事会で決議することとなって

いるが、同条に基づく規定はなく理事長の日常業務の専決事項が不明瞭となっている。 

  一方で、資金借入については経理規定において「返済期限が 1 年を超えるような長期

の資金借入については、理事長の承認が必要と明記されており、理事長の専決で実施でき

る余地が残されている。 

  この点、社会福祉法人法第 45 条の 13 第 4 項 2 号において「多額の借財」を行う場合

は、理事長の専断を防ぐため、理事会の承認が必要と法定されており、経理規定の見直し



が必要である。 

 

 3 会計管理（2）規定・体制（指導監査ガイドライン P.77） 

  定款に定めのある基本財産と貸借対照表の基本財産が一致していない。 

 

 4 その他（2）社会福祉充実計画（指導監査ガイドライン P.79） 

  社会福祉充実計画において実施することとされている事業が実施されていない。 

 

4 その他（3）情報の公表（指導監査ガイドライン P.80） 

 基本財産への追加に係る定款変更について、評議員の決議が成立しているにもかかわ

らず、変更後の定款がインターネットの利用（法人ホームページ等）により公表されてい

ない。 

 

 4 その他（4）（指導監査ガイドライン P.83） 

  外部委託工事について、経理規定に基づく一般競争入札が行われず、見積合わせによる

随意契約が行われている。 


